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１  実施期間      平成３０年８月２日（木） 

 

２  視察地及び    千葉県流山市議会 「議会運営について」 
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４  随行職員    議会事務局次長 桜 井   勤 

 



 

５  千葉県流山市議会  議会運営について 

 

＜市の概要＞ 

【面積】 ３５．３２平方キロメートル 

【人口】 １８８，０４０人（平成３０年６月１日現在） 

【予算】 ５５４億８，５００万円（平成３０年度一般会計予算） 

【地域性と歴史】 

流山市は、千葉県北西部の東葛地域に位置している。人口は約１８万人で千葉県

内では八千代市に次いで８番目。 

現在は住宅都市となっているが、かつては江戸川や利根運河を利用した水運で栄

え、明治期には葛飾県庁が置かれていた。１９５６年に松ヶ丘、５７年に江戸川台

の団地造成を中心に住宅開発が行われ、市内各所が住宅地となる。 

１９７０年代までに流鉄流山線、東武アーバンパークライン（野田線）、ＪＲ武

蔵野線が市内に通るものの、それぞれが市内で接続せず、地域ごとの繋がりが薄い

市となっていたが、２００５年のつくばエクスプレス開通により、それらの地域が

結ばれ、現在は流山おおたかの森駅を市の新拠点として整備している。 

〔将来都市像〕 

『豊かな自然や歴史・文化を活かし、市民が真の豊かさを実感できるまち「みんな

でつくろう価値ある流山」』と定められている。 

 

（１）調査事項の概要・経過・特徴等について、（２）具体的対応策・取組状況につ

いて 

①ＩＣＴの取り組みについて 

ＩＣＴ活用までの経緯 

平成１８年９月 インターネット中継（本会議場）実施 

平成２１年４月 議会基本条例を施行 

平成２１年１１月 議会報告会がはじまる（現在まで１６回開催） 

平成２２年 全国初のユーストリームによる委員会中継 

平成２２年９月 
スマートフォンによる投票を実施 

→結果、マニュフェスト大賞最優秀成果賞を受賞 

平成２３年３月 議会ＩＣＴ推進基本計画がはじまる 

平成２３年１１月 議場へのプロジェクタースクリーン開始 

平成２６年 
ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック）による議会情報の発

信開始（議会事務局の庶務係が担当） 

平成２７年１月 タブレットによる電子採決開始 

平成２８年 ユーチューブによる委員会中継 



 

○本会議、委員会におけるＩＣＴの活用状況 

本会議の中継は平成１８年よりＡＳＰ方式（業者に委託する方式）により実施。

委員会の中継は平成２２年よりユーストリームにより実施していたが、予算の都合

などが考慮され、平成２８年からはユーチューブに変更となっている。 

本会議において、タブレット類の持ち込みは禁止。議場に設置してあるタブレッ

ト型端末は、投票行為のみが行えるように設置されている。 

本会議、委員会における議案などの資料については、依然「紙」での配布として

いるようである。 

 

○議場でのプロジェクターの活用状況 

平成２３年よりプロジェクターを導入。一般質問で議員が使用するほか、執行部

が委員会（協議会）の中でも使用する。議場では、議席と執行部席の中間部に設置

されている。議会提要には「質問補助資料取り扱い要領」を設けて、プロジェクタ

ーを使用する際のルールを決めている。著作権や個人の肖像権などに違反したもの

は使わないこと。また、プロジェクターを使用する際には議事録に分かりやすく残

すため、「あれ」や「これ」などの指示語は使わないようにするなどのルールがあ

る。枚数も１０枚まで、５メガビットまでと決めている。一般質問で画像を使用す

る際は、事務局に一般質問前日の８時半までに提出する決まりになっている。提出

された画像を受けて、事務局は著作権や個人の肖像権などに違反したものがないか

チェックする。一般質問の際、プロジェクターの操作は、議員自らが行うか、若し

くは、議員と同じ会派の議員が手伝うこととしている。 

 

○議員活動としての活用状況 

議場に設置してあるタブレットの持ち出しについて、委員会などでは委員長の許

可が必要。議会報告会に持ち出して議会外で使用する議員もいる。 

 

②議会日程の作成について 

○開会から閉会までの日程 

１年間の予定が入った日程表は存在するが、あくまで内部のもの。公式には定例

会の最終日に次の定例会の最終日が決まる。しかし、正式な日程は開会日２日前の

議会運営委員会で決定する。 

 

○陳情・請願の審査順等 

各常任委員会の委員長が審査順の決裁権を持つ。市外の人でも、直接、陳情・請

願を持参した場合には、市民と同等の扱いをしている。しかし、郵送の場合は、参

考配付という形で、全員協議会のときに議員に配布するのみで審議はしない。市行

政に直接関与しないものについても、執行部に同席してもらい、意見などを聞くこ



とにしている。 

 

○質疑及び質問 

代表質問は行っておらず、個人の一般質問のみ。 

 

○市政一般質問の通告方法 

通告書の雛形にしたがって、文書で通告。同一会派内で同じ質問にならないよう

な形で調整をしている。一般質問の通告の受付は２日間設けているが、基本的に初

日に提出してもらうようにしている。質問順は、議員間の話し合いで調整している。 

 

③傍聴席における車椅子利用者の対応について 

○議場への設置状況 

本会議場の傍聴席は、一般席が４５席、報道関係者席が７席、車椅子席が２席設

置してある（議場建設当初から現在の状況で設置）。 

 

○年間を通じての利用状況 

車椅子の利用者は年間を通じて殆ど無いが、足の不自由な方が車椅子用スロープ

を使って傍聴席に入っている。 

 

（３）効果・課題・問題・反省点について 

議場でのプロジェクター設置による効果は、特に道路など市民生活に密着したテー

マの一般質問が傍聴者にも分かりやすくなったという点である。また、議場だけでな

く委員会室のインターネット中継は市民に開かれた議会という点で評価できる。 

 

（４）まとめ（指摘事項、本市における具体的活用方策、提案等） 

流山市議会では、委員会をユーチューブによって中継していることや、議場におけ

るプロジェクターの利用など、なるべく予算をかけないで情報公開しようとしている

姿勢が見受けられた。 

このことは、本市においても目指すべきことであるが、より開かれた議会としてい

くために、多様なツールをどのように活用していくかについて、今後検討を重ねてい

きたい。また、車椅子利用者の利便性についても、その状況を見極め、バリアフリー

としての環境を積極的に整えることも、今後の研究としたい。 

 


